
提

出

者

阿

部

知

子

平
成
十
四
年
七
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

一

九

〇

号

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
被
害
発
生
の
原
因
究
明
に
関
す
る
質
問
主
意
書

190



Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
被
害
発
生
の
原
因
究
明
に
関
す
る
質
問
主
意
書

は
し
か
（
Ｍ
）
、
お
た
ふ
く
風
邪
（
Ｍ
）
、
風
し
ん
（
Ｒ
）
を
一
度
の
接
種
で
予
防
で
き
る
と
し
て
一
九
八
九
年
四
月
導
入

さ
れ
た
新
三
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
（
以
下
Ｍ
Ｍ
Ｒ
と
い
う
）
は
、
当
初
の
一
九
八
九
年
か
ら
無
菌
性
髄
膜
炎
を
中
心
と
す
る
副
反

応
（
副
作
用
）
を
多
発
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
九
三
年
四
月
ま
で
接
種
が
継
続
さ
れ
た
。
「
当
面
接
種
見
合
わ
せ
」

が
決
ま
る
ま
で
の
丸
四
年
間
、
百
八
十
三
万
千
七
十
六
人
も
の
子
ど
も
た
ち
に
接
種
が
行
わ
れ
、
無
菌
性
髄
膜
炎
発
生
数
が
千

七
百
五
十
四
人
で
あ
っ
た
（
当
時
の
厚
生
省
保
健
医
療
局
エ
イ
ズ
結
核
感
染
症
課
の
丸
山
浩
・
冨
澤
一
郎
両
氏
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク

チ
ン
接
種
後
の
無
菌
性
髄
膜
炎
発
生
状
況
と
そ
の
対
応
」
日
本
臨
床
ウ
ィ
ル
ス
学
会
『C

linicalV
irology

vol.２２
N
o.�

M
ar.

１９９４

』
所
収
）
。
ま
た
、
同
論
文
で
両
氏
は
「
・
・
・
こ
の
よ
う
に
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
対
策
の
立
場

を
ふ
ま
え
無
菌
性
髄
膜
炎
発
生
と
い
う
副
反
応
を
勘
案
し
つ
つ
、
適
切
な
行
政
的
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
結
論
す
る
。
」
と
結

ん
で
い
る
。

一
方
、
一
九
九
三
年
十
二
月
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
問
題
が
あ
り
、
そ
の
接
種
が
原
因
で
子
ど
も
が
死
亡
し
た
と
し
て
、
そ

の
両
親
が
、
国
と
財
団
法
人
阪
大
微
生
物
病
研
究
会
（
以
後
、
阪
大
微
研
と
い
う
）
を
被
告
と
し
て
大
阪
地
裁
に
提
訴
し
て
い

る
。
さ
ら
に
一
九
九
六
年
四
月
、
同
様
に
重
度
の
障
害
を
負
っ
た
と
し
て
本
人
と
そ
の
両
親
が
提
訴
し
、
現
在
、
三
家
族
が

一



争
っ
て
い
る
。

右
の
事
実
に
つ
い
て
、
容
易
に
は
了
解
で
き
な
い
経
過
、
薬
害
で
は
な
い
か
と
疑
う
べ
き
経
過
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
も
そ

も
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
接
種
後
に
、
我
が
子
の
命
を
奪
わ
れ
、
健
康
を
奪
わ
れ
、
や
む
な
く
提
訴
に
踏
み
切
る
も
の
が
い
る
問
題
に
つ
い

て
、
丸
山
、
冨
澤
両
氏
は
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
経
過
全
体
を
、
論
文
の
題
名
の
と
お
り
「
無
菌
性
髄
膜
炎
に
限
定
」
し
て

「
適
切
な
行
政
的
措
置
を
講
じ
て
き
た
」
と
総
括
を
し
、
そ
の
他
の
よ
り
重
篤
な
被
害
事
例
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い

な
い
こ
と
に
疑
い
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
裁
判
対
策
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
と
さ
え
考
え
て
し
ま
う
。

導
入
当
初
、
一
九
八
九
年
に
無
菌
性
髄
膜
炎
多
発
が
問
題
と
さ
れ
、
同
年
、
福
島
県
で
死
亡
例
が
あ
り
な
が
ら
、
中
断
さ
れ

る
こ
と
な
く
さ
ら
に
患
者
と
死
亡
例
を
生
み
つ
つ
一
九
九
三
年
四
月
ま
で
続
行
さ
れ
た
こ
と
に
強
い
疑
念
を
禁
じ
え
な
い
。
Ｍ

Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
で
な
け
れ
ば
当
時
の
子
ど
も
た
ち
を
救
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
は
な
く
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
を
完
全
に
や

め
て
、
従
来
の
「
は
し
か
単
独
接
種
の
み
」
に
戻
せ
ば
被
害
を
最
小
限
に
止
め
ら
れ
た
と
国
民
誰
も
が
考
え
ら
れ
る
経
過
と
い

え
よ
う
。

国
家
が
強
制
力
（
予
防
接
種
法
）
を
も
っ
て
、
危
険
な
医
薬
品＝

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
を
百
八
十
万
の
健
康
な
子
ど
も
に
接
種

二



さ
せ
、
尊
い
命
を
危
険
に
さ
ら
し
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
事
の
真
相
や
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
被
害
の
救
済

が
進
み
、
予
防
接
種
行
政
が
安
全
に
正
し
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
以
下
質
問
す
る
。
答
弁
に
際
し
て
は
、
根
拠
と
な
る
文

献
・
調
査
デ
ー
タ
・
公
文
書
の
名
称
も
示
せ
。

一

一
九
八
九
年
、
群
馬
県
前
橋
市
医
師
会
予
防
接
種
委
員
会
が
、
高
頻
度
で
無
菌
性
髄
膜
炎
を
発
症
し
て
い
る
（
二
百
十
七

人
に
一
人
）
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
そ
れ
を
知
っ
た
年
月
日
を
示
せ
。

二

一
九
八
九
年
、
福
島
県
の
死
亡
事
例
に
つ
い
て
、
接
種
年
月
日
、
死
亡
日
時
は
い
つ
か
。
報
告
を
受
け
た
の
は
い
つ
か
。

ま
た
、
そ
の
事
例
の
救
済
申
請
の
提
出
日
と
救
済
決
定
が
な
さ
れ
た
日
、
救
済
給
付
の
内
容
に
つ
い
て
示
せ
。

三

カ
ナ
ダ
で
ウ
ラ
ベ
株
お
た
ふ
く
風
邪
ワ
ク
チ
ン
（
阪
大
微
研
製
）
を
含
む
Ｍ
Ｍ
Ｒ
が
無
菌
性
髄
膜
炎
を
発
症
し
、
ラ
イ
セ

ン
ス
取
消
し
ま
で
に
至
っ
た
事
実
に
つ
い
て
詳
細
を
示
せ
。
ま
た
、
そ
れ
を
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
知
っ
た
か
を
示
せ
。

四

一
九
八
九
年
十
月
二
十
五
日
付
「
通
知
」
（
健
医
感
発
第
九
十
三
号
）
で
示
さ
れ
た
「
慎
重
を
期
さ
れ
た
い
」
の
意
味
は

具
体
的
に
ど
う
し
な
さ
い
と
い
う
意
味
な
の
か
。
ま
た
そ
れ
を
出
す
に
至
っ
た
主
な
原
因
を
具
体
的
に
示
せ
。

五

一
九
八
七
年
〜
一
九
九
四
年
の
間
の
単
味
は
し
か
ワ
ク
チ
ン
と
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
年
次
別
製
造
量
を
示
せ
。
（
株
別

に
）

三



六

厚
生
省
保
健
医
療
局
（
当
時
）
が
報
告
を
受
け
た
（
収
集
し
た
）
Ｍ
Ｍ
Ｒ
接
種
後
の
重
篤
な
症
例
内
容
を
全
て
示
せ
。

（
接
種
年
月
日
・
発
症
年
月
日
、
診
断
名
、
経
過
と
予
後
、
救
済
申
請
の
有
無
、
救
済
の
内
容
等
）

七

厚
生
省
薬
務
局
（
当
時
）
が
報
告
を
受
け
た
（
収
集
し
た
）
Ｍ
Ｍ
Ｒ
接
種
後
の
重
篤
な
症
例
を
全
て
示
せ
。
（
接
種
年
月

日
・
発
症
年
月
日
、
診
断
名
、
経
過
と
予
後
、
救
済
申
請
の
有
無
、
救
済
の
内
容
等
）

八

一
九
九
一
年
十
月
よ
り
自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
（
三
社
の
独
自
株
）
を
導
入
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
最
も
優
れ
た
は
し
か
ワ
ク
チ

ン
・
お
た
ふ
く
風
邪
ワ
ク
チ
ン
・
風
疹
ワ
ク
チ
ン
を
組
み
合
わ
せ
た
は
ず
の
「
統
一
株
ワ
ク
チ
ン
」
（
冒
頭
の
丸
山
・
冨
澤

論
文
と
引
用
文
献
）
が
副
作
用
を
多
発
し
た
な
か
で
、
統
一
株
ワ
ク
チ
ン
を
回
収
す
る
な
ど
被
害
拡
大
防
止
策
を
講
じ
ず
、

市
場
に
放
置
し
、
加
え
て
「
最
も
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
自
社
株
ワ
ク
チ
ン
を
導
入
す
る
と
い
う
、
Ｍ
Ｍ
Ｒ
に
強
く

こ
だ
わ
る
理
由
は
何
だ
っ
た
の
か
。
当
時
、
危
険
性
が
前
面
に
出
て
、
国
民＝

子
ど
も
た
ち
の
親
の
側
に
は
何
ら
メ
リ
ッ
ト

の
な
い
ワ
ク
チ
ン
に
成
り
下
が
っ
た
も
の
に
何
故
執
拗
に
執
着
し
た
の
か
。
そ
の
判
断
の
背
景
に
業
界
や
専
門
家
の
い
か
な

る
意
向
が
あ
っ
た
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
せ
。

九

一
九
九
一
年
十
月
よ
り
三
社
の
自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
と
三
社
の
統
一
株
が
流
通
・
接
種
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
保
健
医
療
局

は
、
以
後
、
三
ヶ
月
ご
と
に
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
を
実
施
し
た
。
（
一
九
九
一
年
六
月
二
十
一
日
付

健
医
感
発
第
四
三

四



号
）
そ
の
調
査
様
式
で
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
原
本
を
も
と
に
、
無
菌
性
髄
膜
炎
の
年
次
別
月
別
株
別
発
生
の
経
過
を
示
せ
。

十

ま
た
、
統
一
株
を
残
し
て
自
社
株
Ｍ
Ｍ
Ｒ
を
導
入
し
た
こ
と
は
、
法
定
接
種
の
場
を
舞
台
と
し
て
国
が
主
導
し
た
、
比
較

の
た
め
の
人
体
実
験
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に
、
子
ど
も
た
ち
の
生
命
を
軽
視
し
て
、
三
社
が
保
有
し
た
統
一
株

ワ
ク
チ
ン
の
在
庫
処
分
と
三
社
の
自
社
株
ワ
ク
チ
ン
販
売
と
い
う
企
業
利
益
を
優
先
し
た
判
断
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
政

府
の
見
解
を
示
せ
。

十
一

一
九
九
一
年
十
月
の
自
社
株
導
入
に
際
し
て
、
当
時
の
薬
務
局
所
管
の
「
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
研
究
班
」
（
班
長
・
木
村

三
生
夫

事
務
局
・
堺
春
美
、
い
ず
れ
も
東
海
大
小
児
科
）
が
Ｍ
Ｍ
Ｒ
接
種
後
の
デ
ー
タ
収
集
を
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
調
査
過
程
で
収
集
さ
れ
た
接
種
デ
ー
タ
原
本
を
基
に
、
症
例
数
と
そ
の
内
容
を
府
県
別
に
示
せ
。

十
二

Ｍ
Ｍ
Ｒ
の
全
経
過
（
導
入
か
ら
接
種
見
合
わ
せ
）
の
中
で
、
当
時
の
薬
務
局
が
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
確
保
に
関

し
て
行
っ
た
業
務
（
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
情
報
収
集
、
メ
ー
カ
ー
へ
の
指
導
、
公
表
し
た
情
報
、
保
健
医
療
局
か
ら
収
集
し
た

情
報
や
同
局
へ
提
供
し
た
情
報
、
ま
た
同
局
へ
の
何
ら
か
の
指
導
な
ど
）
に
つ
い
て
、
一
連
の
経
過
を
示
せ
。

十
三

一
九
八
八
年
〜
一
九
九
三
年
、
当
時
の
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
が
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
に
対
し
て
実
施
し
た
国
家
検
定
に

つ
い
て
、
メ
ー
カ
ー
別
、
年
次
別
に
、
検
定
項
目
、
量
、
合
否
、
不
合
格
な
ら
そ
の
内
容
を
示
せ
。

五



十
四

一
九
九
三
年
五
月
に
公
表
さ
れ
た
、
阪
大
微
研
の
製
造
方
法
無
断
変
更
と
副
作
用
多
発
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
政

府
の
見
解
を
示
せ
。

十
五

（
財
）
化
学
及
血
清
療
法
研
究
所
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
製
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
輸
入
の
た
め
の
臨
床
試
験
が
行
わ
れ
て

い
る
。
国
産
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
の
副
作
用
多
発
の
問
題
が
十
分
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
、
こ
の
Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
が
輸
入
さ
れ

接
種
再
開
さ
れ
る
な
ら
ば
大
き
な
不
安
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
せ
。

十
六

戦
後
、
予
防
接
種
法
制
定
・
施
行
（
一
九
四
八
年
）
以
後
、
一
時
接
種
を
見
合
わ
せ
た
こ
と
の
あ
る
ポ
リ
オ
、
Ｄ
Ｐ
Ｔ

三
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
は
何
が
原
因
で
見
合
わ
せ
た
の
か
、
そ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
対
処
を
し
て
再
開
し
た
か
政
府
の
見
解

を
示
せ
。

右
質
問
す
る
。

六


